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山形県新型コロナウイルス感染症に係る危機対策本部 

第59回本部員会議 議事要旨 

 

日 時 令和４年９月９日(金) 午後３時30分 ～ 午後４時 

場 所 県庁５階 502会議室  

出席者 知事（本部長）、副知事（副本部長）、各部局長等（各本部員等） 

１ 開 会（午後３時30分） 

２ 知事挨拶 

全国では、新規感染者数は減少傾向に転じておりますが、依然として高い水準が

続いております。また、病床使用率は減少傾向にはあるものの、50％を超えている

地域も多く、保健医療体制への負荷が大きくなっております。 

政府では、保健医療体制のひっ迫を回避するため、発生届の対象者を限定するい

わゆる全数把握の見直しを今月26日から全国一律に実施する予定としております。 

本県では、８月20日に過去最多となる1,999人の新規感染者が確認されましたが、

25日以降は16日連続で前の週の同じ曜日を下回っており、足元の感染状況は減少に

転じているところです。一方、重症者はおりませんが、無症状者や軽症者が多く、

自宅療養者は７千人を超えております。療養者の急増により、発熱外来や保健所の業

務がひっ迫しており、県民の皆様へ良質かつ適切な医療を提供することが困難になる

おそれもあるところです。 

県民の皆様の命と健康を守るためには、全数把握の見直しなど、保健医療体制の

ひっ迫回避に向けた取組みを早急に進めていく必要があります。 

本日は、県内の感染状況を確認するとともに、本県における全数把握見直しなど

について、協議・決定したいと考えておりますので、皆さんよろしくお願いいたし

ます。 

３ 協議 

（１）新型コロナウイルス感染症の発生状況等について（資料P1～P7） 

  ○ 防災くらし安心部長及び健康福祉部長から、国内及び県内における新型コロ

ナウイルス感染症の発生状況について報告した。 

  ○ 質問、意見なし。 

（２）全数把握の見直し等について（資料P8～P12） 

○ 健康福祉部長から、全数把握の見直し等について説明した。 

○ 医療統括監から、全数把握の見直しに関する医療関係者、山形市及び県内保

健所の意見を報告した。 

○ 質問、意見なし。 
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○ 知事から以下のとおり発言があった。 

  それではこの案のとおり、本日、政府に対して、発生届の対象者を限定する

旨の届出を行うこととします。政府の告示後、速やかに移行できるよう、市町

村や関係機関と連携し、県民の皆様や医療機関等へしっかり制度の内容や手続

きなどを周知してください。 

（３）「県民の皆様及び事業者の皆様へのお願い」について（資料P13～P16） 

○ 防災くらし安心部長から、「県民の皆様及び事業者の皆様へのお願い」の見

直しについて説明した。 

○ 質問、意見なし。 

○ 知事から以下のとおり発言があった。 

それでは、この案のとおりとしますので、市町村や関係機関と連携して、県

民の皆様へしっかりと周知してください。 

（４）その他 

  ○ 発言なし。 

【知事指示事項】 

本日の会議では、保健医療体制のひっ迫を回避するため、政府に対して、感染症法

に基づく発生届の対象者を、65歳以上の方や入院が必要な方、重症化リスクがあり、

かつ、コロナ治療薬の投与又は新型コロナ罹患により新たに酸素投与が必要な方、妊

婦の方に限定する旨の届出を行うことを決定しました。 

今後、政府の告示後に、発生届の対象者の限定、いわゆる全数把握の見直しを行う

ことになりますので、速やかに、かつ円滑に新しい体制へ移行するために、私から３

点指示をいたします。 

一点目です。全数把握の見直しにより、65歳未満で重症化リスクが低い方など、新

規陽性者のうち大半の方が発生届の対象外となります。市町村や関係機関と連携し、

県民の皆様や医療機関等へしっかりと制度の内容や手続きなどを周知してください。 

また、発生届の対象外となる方が、安心して療養を行えるように、９月14日の運用

開始に向けて、陽性者健康フォローアップセンターへの登録手続きなどについてしっ

かりと周知を図ってください。 

二点目です。現在も７千人を超える方が自宅で療養しておられます。県民の皆様の

安全・安心の確保のため、引き続き、市町村や県医師会、県薬剤師会と連携し、自宅

療養を行う方への相談対応など、支援に取り組んでください。 

三点目です。保健医療体制のひっ迫回避のためには、何よりも感染者数を減らすこ

とが重要です。換気の励行、場面に応じた不織布マスクの正しい着用、ゼロ密、こま

めな手洗い、消毒などの基本的な感染防止対策の徹底など、市町村や関係機関と連携

し、県民の皆様にしっかりと周知してください。 
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１日も早い第７波の収束、そして医療機関や保健所業務のひっ迫回避と県民の皆様

の命と健康を守る取組みの両立を図るため、県民の皆様、市町村と一丸となって、こ

の難局を乗り越えてまいりましょう。 

 

４ 閉 会（午後４時） 


